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令和6年度第1回成田市国民健康保険運営協議会 議事録 

 

1．日時 

令和6年 7月 25日（木）午後2時開会 

 

2．開催場所 

成田市役所 6階 中会議室 

 

3．出席者 

〇委員 

幡谷会長，児玉委員，天田委員，山田委員，保津委員，眞鍋委員，大木委員， 

飯田委員，幸野委員 以上 9名 

（欠席者：井上委員，伊藤委員，里見委員，中島委員，阿部委員，栗田委員， 

柴崎委員 以上7名） 

 

〇成田市 

谷平市民生活部長 

事務局 

（保険年金課） 

太田課長，宇井国保資格課税係長，三上国保給付管理係長， 

高橋主幹，松﨑副主幹，岩澤副主査，木内主任主事 

（納税課） 

窺課長，手塚徴収係長 

 

4．会議次第 

（1）開会 

（2）会長あいさつ 

（3）部長あいさつ 

（4）議案 

 議案1 令和5年度成田市国民健康保険特別会計（事業勘定）決算（案）について 

 議案2 令和5年度成田市国民健康保険特別会計（施設勘定）決算（案）について 

議案3 成田市国民健康保険人間ドック受検費助成規則の一部改正について 

（5）報告事項 

報告事項1 成田市国民健康保険税条例の一部改正について 

報告事項2 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に係る被保険者証の廃止に 

 ついて 
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（6）閉会 

 

5 議事 (要旨) 

①議案1 令和5年度成田市国民健康保険特別会計（事業勘定）決算（案）について 

 ○事務局（三上係長） 

議案1について、歳入・歳出の状況、内訳、前年度との比較部分について説明。 

 

質疑等：なし 

 

採決：原案どおり可決 

 

②議案2 令和5年度成田市国民健康保険特別会計（施設勘定）決算（案）について 

 ○事務局（三上係長） 

議案2について、歳入・歳出の状況、内訳、前年度との比較部分について説明。 

 

質疑等：なし 

 

採決：原案どおり可決 

  

③議案3 成田市国民健康保険人間ドック受検費助成規則の一部改正について 

 ○事務局（三上係長） 

議案3について概要を説明。 

被保険者間の人間ドック助成に係る公平性を確保する観点、被保険者の利便性を 

高める観点から、償還払いによる助成を実施。また、被保険者の健康の保持・増進 

を図るための持続可能な助成制度とすることを目的として、助成上限額や助成率に 

ついて見直しを図ることとし、令和7年 4月1日を施行日予定とする改正内容の説 

明。 

 

質疑等： 

〇眞鍋委員 

人間ドックについて、助成金が3万 5000円から3万円になるということだが、人 

間ドック・脳ドックにかかる費用は、１件あたり大体どれくらいかかっているのか。 

また、それに対してどれぐらいの助成がされているのか。 

 

○事務局（三上係長） 

金額については内容により変わってくる。 
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人間ドックについては、例えば1泊 2日の場合だと当然全体の費用が高くなり、オ 

プションの有無によっても変わってくる。1日ドックで基本項目だけの場合であれ 

ば、市の助成額は概ね3万円位となる。 

脳ドックについては市の助成額の上限が一律2万円なので、市が契約しているもの 

についてはすべて2万円を超えているものになっている。 

同じ金額を助成していることにはなるが、医療機関によって金額設定がまちまちな 

ことから、オプションであっても脳ドックのみであっても同じ助成金額になってい 

る。例えばある医療機関では受検費用が2万円を少し超えるぐらいの金額となって 

いるが、そこに対しても2万円の支給をしている。 

4万 5000円とか5万円とかの脳ドックの金額の設定になっているものに対しても 

2万円の助成となり、同じ脳ドックを受けていても、その被保険者が受ける医療機 

関によって助成率が異なっているという状況もあり、そういった観点からも見直し 

を図るため、今回脳ドックについては2万円の上限に加えて、受検費用の2分の1 

のどちらか低い方の金額で運用するという形に改正することを提案している。 

 

〇眞鍋委員 

脳ドックについて、費用が2万円ちょっとで、「ただし検査に要する費用の2分 

の 1を上限とする」ということとなると、現在2万円ちょっとの検査を受けている 

方の助成額は1万円程度になると考えてよろしいか。 

 

○事務局（三上係長） 

おっしゃる通りである。 

 

〇眞鍋委員 

約 1万円の減額が行われるというふうに考えてよいか。 

 

○事務局（三上係長） 

その医療機関の金額が変わらなければということにはなるが、同じ内容であれば 

50%を上限とする形に変更させていただく。全ての方の上限は2万円ではあるが、脳 

ドックにおける助成率が同じ程度になるように調整をさせていただくよう提案させ 

ていただいている。 

 

〇眞鍋委員 

だいぶ脳ドックについては減額されてしまうかなというのがある。 

  人間ドックについて確かに説明されたとおり、項目によって幅がずいぶんあるので、 

  どこをターゲットにするかという問題は当然出てくるかとは思うが、市として助成 
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しているのが人間ドックという形で、どんな項目であろうとよいということでよろ 

しいか。 

 

○事務局（三上係長） 

今までは医療機関と直接契約をする形をとっていたが、今度規則改正をすること 

で、成田市が認める人間ドックの項目を規定した上で、他の指定検査医療機関以外 

で受検した場合にも条件を満たしていれば、人間ドックの助成を受けることができ 

る。社会保険から国民健康保険に切り替わってきた方で、例えば都内の病院等で受 

検してきた方もいるかと思う。これまでそういった方から、成田市の国民健康保険 

の助成を受ける場合には、市が指定している医療機関でしか受検できないとお話も 

いただいていた。 

また近隣の自治体を見てみても、ほとんどが指定検査医療機関以外の償還払いでの 

対応をしており、今回併せて改定をさせていただくということを考えている。 

 

〇眞鍋委員 

償還払いというか、指定医療機関以外の場合は項目を満たしていれば出すという 

形でよろしいか。 

 

○事務局（三上係長） 

あくまで人間ドックの助成条件として、市が設定する項目を満たすものという形 

で規定をする。他自治体でも指定検査医療機関以外で受ける場合も同様にしている 

かと思うので、他自治体と同じような形になると思う。 

 

〇飯田委員 

脳ドックは2年に一度の助成だと思うが、近隣の市町村もそういう形で助成を行 

っているのか。 

 

○事務局（三上係長） 

全て細かく調査しているわけではないが、2年に1回の助成が多いように思われる。

成田市では脳ドックの上限については、毎年2万円の上限だけの設定をしているが、

印旛管内だと基本的に助成率が50%のところが一番多い。法定外繰入れをしている自

治体等を見ると、上限何%という設定はしておらず、そもそも上限額が1万円や1万

5,000円であったりと、成田市が上限としている金額よりも低い金額で設定している

ところが多くなっている。そういった状況などから、成田市の負担している金額が

多くなっていることもあり、脳ドックについての改正案となっている。 
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採決：原案どおり可決 

 

④報告事項1 成田市国民健康保険税条例の一部改正について 

〇事務局（宇井国保資格課税係長） 

報告事項1について概要を説明。 

    国民健康保険税の税率改正については、令和6年 1月に開催した本運営協議会で 

諮問し、答申をいただいたものである。3月定例市議会に提出し、可決いただいた 

ことから、本年4月 1日に施行している。改正の内容について、国保税率と課税限 

度額の引き上げ、国民健康保険税の減額措置の拡大について報告。 

 

質疑等：なし 

 

⑤報告事項2 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に係る被保険者証の廃止に 

       ついて 

〇事務局（宇井国保資格課税係長） 

報告事項2について概要を説明。 

今般、全ての被保険者等の円滑な保険診療を実現する観点から、「行政手続にお 

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法 

律」が公布され、その一部が令和6年 12月 2日に施行されることにより、マイナン 

バーカードと健康保険証を一体化し、医療保険各法における被保険者証等の交付は、 

廃止されることとなった。マイナ保険証の利用方法、保険証廃止後の予定について 

説明。 

 

質疑等： 

〇眞鍋委員 

私も薬局で患者さんとお話をさせていただくと、思ったよりマイナンバーカード 

を持っている。時々あるのが、電子証明の有効期限が切れてしまっていて、その時 

にびっくりしてしまうことがある。市役所から電子署名の有効期限について、被保 

険者の方に連絡するとか、そういった方法は何かあるのか。 

 

○事務局（宇井国保資格課税係長） 

有効期限が近くなると通知が行くこととなっている。 

 

〇眞鍋委員 

マイナンバーカードの有効期限は10年、電子証明の有効期限5年で、連絡がいく 

ということか。 
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○事務局（宇井国保資格課税係長） 

そのとおりである。 

 

〇眞鍋委員 

何人か切れてしまっていた方は見逃してしまっていたということか。 

 

○事務局（宇井国保資格課税係長） 

おそらく見逃されていたと思われる。 

 

〇眞鍋委員 

その時には市役所にいく必要があるのか。支所ではだめか。 

 

○事務局（宇井国保資格課税係長） 

支所でも対応可能である。 

 

〇眞鍋委員 

市民に対する広報はどう考えているのか。今後の予定を教えてほしい。 

 

○事務局（宇井国保資格課税係長） 

今回配布した資料のようなチラシを、保険証の一斉更新の際に同封している。 

その他に、7月 1日号において、保険証が12月 2日から発行できなくなることを 

広報なりたに掲載している。 

 

〇眞鍋委員 

そうすると半年ぐらい前になるので、可能であれば12月近辺にもう一度周知をお 

願いしたいと思う。 

 

6．傍聴 

  なし 

 

7．次回開催日（予定） 

  令和 7年 1月  


